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ぐんま電子納品システム運用マニュアル

システムの概要・運用について
令和7年度

2025年6月 操作説明会資料

OM-202506-02

このマニュアルは、6月18、19日に実施する操作説明会
向けのマニュアルです。
マニュアル内に記載されているURLをクリックしても画面
遷移しません。
7月22日のシステムリニューアル後にURLを更新したマニ
ュアルを掲載します。



2

≪はじめに≫

ぐんま電子納品システムでは主なマニュアルとして、以下をご用意して
おります。

⚫ 運用マニュアル ※本資料
群馬県『電子納品ガイドライン』『ぐんま電子納品システム運用ガイドライン』の内容を
基にし、情報共有システムの利用開始前の手続きから利用終了までの流れや注意点
を記載しております。

⚫ 操作マニュアル
情報共有システムをお使いいただく上での具体的な操作手順を掲載しております。
https://●●●●●●●●

⚫ ぐんま写真かんたん登録ソフト 操作マニュアル
写真を登録する時に使用するマニュアルです。システムにログイン後ダウンロードが
可能です。

⚫ 中間前金払利用状況一覧表示機能 操作マニュアル
受注者が中間前金払請求状況を確認するときに使用するマニュアルです。

操作マニュアルと同じ画面からダウンロードが可能です。



ぐんま電子納品システム操作マニュアル
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≪はじめに≫
●本資料の見方

 各章に操作の流れと概要を記載しています。
 操作マニュアルのURLと掲載場所を記載していますので、
 操作手順は操作マニュアルをご参照ください。

「運用マニュアル」と記載がある場合は、
本資料のページを指しています。

「操作マニュアル」と記載がある場合は、
操作マニュアルを参照してください。

操作の流れ

概要

各章の操作マニュアルURL
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１-１．「ぐんま電子納品システム」とは
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書類の提出 書類の決裁

受注者

情報共有機能

工事写真､図面､
管理記録等

電子納品形式データ

工事打合せ書、
段階確認表

システム内で
書類整理

成果品データ
自動作成

電子納品
チェック

現場事務所
または会社等

電子納品
情報登録

発注事務所

指示書の発議

電子納品
情報確認

成果品管理機能

調査報告 工事完成
図書等

電子納品データの
検索・閲覧

インターネットを利用して、受発注者間で工事施工、業務履行中に関する
様々な情報を共有し相互利活用できるシステムです。

発注者

・移動を伴わずに書類提出や決裁が可能です

・電子成果品データが自動で生成されます

・エラーチェックはシステム側で実施します →チェックソフト不要

・システム上に電子成果品を納品します →電子媒体（CD等）提出不要



１-２．システムの整備目的と期待効果
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コスト縮減

品質向上

業務効率化

・間接経費削減(移動費､人件費他)

・ペーパーレスの促進

・同じ内容が正確に共有できる
・日々の情報整理が定着
・成果品データの品質向上

・対面での打合せ回数削減
・協議･確認･伝達等の時間を短縮
・資料の保管･管理作業の軽減
・資料の再利用が容易

＜整備目的＞ ＜期待効果＞



１-３．運用ガイドラインについて
運用ガイドライン： 「群馬県 県土整備部 基準通知システム」からご確認いただけます。

■確認方法

①お使いのブラウザで「群馬県基準通知
システム」等で検索。

②利用規約をご確認のうえ「同意する」を
クリック。

③「1.技術基準（一般の方用）」をクリック。

④ページ上部の検索バーで、
「電子納品システム」等で検索。

⑤「群馬県CALS/EC ぐんま電子納品
システム運用ガイドラインの改訂について」
の「閲覧」をクリック。

⑥ファイル２の運用ガイドラインをクリック。
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１-３．運用ガイドラインについて

9

1.3. システムの利用対象案件



１-３．運用ガイドラインについて
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1.6. 業務遂行上の注意点



１-３．運用ガイドラインについて
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1.7. 対象書類および納品方法

・注1.2.3.4 については、次ページ参照
・ここに記載のない書類の扱いは、 「表10 システム登録対象工事書類（詳細） 」を確認



１-３．運用ガイドラインについて
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1.7. 対象書類および納品方法



１-３．運用ガイドラインについて

13

1.7.1 対象書類および納品方法



みなさまの声をもとに見直しを行っています
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業務が効率化されない！！利用者の声

•原本が紙のものを電子化して提出しているため

•検査時や納品時に紙での製本や電子媒体（CD等）の提出を要求される
ため

•システムで提出しても決裁されず、紙で提出しているため

「通知」により周知徹底改善点

•発注事務所長あてに「通知」を行い、監督員の指導を行いました

「通知」は「県土整備部基準通知システム」で閲覧出来ます

毎年発注者を対象とした操作研修会において、本通知の内容を担当者へ周知しています。



みなさまの声をもとに見直しを行っています
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システムの操作がわからない！！
利用者
の声

•写真の登録が難しい

•マニュアルが読みづらい

改善点

•➀写真を簡単に登録できる「ぐんま写真かんたん登録ソフト」を開発しました
高解像度で撮影した写真を県の基準に合わせて縮小して登録できます。
「４-４．写真の登録 （ぐんま写真かんたん登録ソフトで登録する）」（P.38～）を

参照してください。

•➁マニュアルを見やすく改善しました

•③ぐんま電子納品システムポータルサイトの充実を図りました

•④システムの画面デザインをリニューアルし操作性を改善しました



新しい機能の紹介や
メンテナンス予定等を掲
載しています

システムのログイン画面を
表示します

マニュアルやガイドライン、
帳票の種類と決裁経路な
どの各種資料を掲載して
います

ヘルプデスクのお問い合わ
せ先を掲載しています
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ポータルサイトのアクセス先は「https://●●●●●●●●」です。

１-４．ポータルサイトのご紹介
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２．利用申込みと利用料金について

２-１．システム利用申込の流れ

２-２．システム利用の流れ

２-３．システム利用料金の支払い

２．利用申込みと利用料金について



２.システム全体の流れ
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工程 発注者 受注者

契約後

（施工準備）

施工中

検査前

完成検査後

事業管理システム
（工事管理システム）に登録 システム利用申込み

システムの利用開始

ぐんま電子納品システムの利用
・書類の提出、決裁
・図面、写真等の共有

電子成果品作成

電子成果品ダウンロード

電子成果品の確認

案件完了



２-１．システム利用申込の流れ
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契約後からシステム利用開始までのフロー

発注者 受注者 ぐんま電子納品システム

利用申込書配信

利用開始通知書送信

システム利用申込み

ぐんま電子納品システムの利用開始

利用申込書

メールメール

メール

『案件登録のお知らせ』

『利用開始のお知らせ』 『利用開始のお知らせ』

契約担当者届出書提出

本人確認願い送信

申込完了通知書送信

事業管理システム
（工事管理システム）へ登録

『本人確認願い』

『申込完了のお知らせ』

「フレックス工期による契約方式」の
場合は案件担当者が決まってから
申込み手続きをおこなってください。



２-１．システム利用申込の流れ（記入方法）
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利用申込書（抜粋）利用申込書が添付されたメール「案件登録のお知らせ」が届きます。

（中略）

① ○

＜記入方法＞

①利用規約をお読みいただき『 ○ 』を選択する。

②記入例を参考に、案件担当者全員分の

請負者情報を記入する。
⇒職位の一覧を参考に案件の種類に応じて当職位名称
を選択してください。

②

②

職位を兼務する場合は、
それぞれの担当職位名称ごとに
同じ氏名やメールアドレス等を記入
します。

工事の職位 業務委託の職位

現場代理人 管理技術者

主任（監理）技術者 主任技術者

閲覧者（受注者） 主任担当者

照査技術者

閲覧者（受注者）



２-１．システム利用申込の流れ（提出方法）
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利用申込書（抜粋）『案件登録のお知らせ』メールに記載されている申込URLより申込書を提出します。

＜提出方法＞

①『案件登録のお知らせ』メールに

 記載されている申込URLより、利用申込書の

 提出画面を開く。

②「参照」ボタンより記入した利用申込書の

 ファイルを選択する。

③ 「提出」ボタンをクリックする。

②

③
①



発注者 受注者

【案件完了期限経過】
・工期終了後30日を経過すると、監督員宛に完了督促が届きます（完了まで毎日）。

【案件削除処理】
・完了手続き後、データが削除されます。
・案件完了後は、電子納品データが保管管理システムへ移行され、

保管管理システムで閲覧できますが、納品対象になっていない
書類およびファイルは移行されないため、閲覧できなくなります。

２-２．システム利用の流れ
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電子データ登録電子データ登録

ぐんま電子納品システムの利用終了

完了手続き

電子成果品の利用

登録データの確認・承認

エラーチェックの実行



（参考）登録内容の変更について
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受注者側担当者（現場代理人等）が変更となった場合

発注者側担当者（監督員等）が変更となった場合

案件情報（工期、契約金額）が変更となった場合

メールアドレス、電話番号を変更する場合

システムにログインしてご自身で変更してください。
操作マニュアル 「11.1 個人情報を確認/変更する」をご覧ください。

発注者が事業管理システム（工事管理システム）にて、更新した内容が反映されます。
※工期や請負金額の変更については受注者側での手続きはありません。

発注者が事業管理システム（工事管理システム）の監督員、監理監督員を変更すると、
翌日に自動的に反映されます。
監督員、監理監督員以外の交代、追加等は、発注者から県土整備部建設企画課電子
システム係までご連絡ください。
※発注者の担当変更については受注者側での手続きはありません。

システムにログインして変更していただくか、ポータルサイトの「変更申込」＞
「利用者の変更（新規追加、担当変更等）方法はこちら」＞「受注者様の場合」の
「② ヘルプデスクに手続きを依頼する」から「請負者情報変更申込書」をダウンロードし、
必要事項を記入してヘルプデスク宛にメールに添付して送付してください。
https://●●●●●●●●



２-３．システム利用料金の支払い
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発注者 受注者 ぐんま電子納品システム

1案件の利用料金 50,000円 ＋ 消費税

利用開始日 前月16日から当月15日まで

請求書発行日 当月末日

お支払い締切日 翌月末日

利用料金と請求スケジュール 

郵送
利用料金

請求書発行

期日までに支払い

〒

※「【ぐんま電子納品システム】利用開始のお知らせ」という件名のメールの送信日付が
 システム利用開始日となります。

※工期開始日よりも早くお申込み頂いた場合は、工期開始日がシステム利用開始日となります。

システム利用料金と、請求に関するご案内です。
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３-１．書類の決裁

３．書類提出・決裁について

４．書類に関する操作について



３-１．書類の決裁
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操作の流れ

書類を作成して提出する
操作マニュアル 「3.2 提出する帳票の種類を選択する」

操作マニュアル 「3.3.1 新規に書類を作成して提出する 」

書類の承認をする
操作マニュアル 「3.5 書類を承認する/否認する/添付ファイルを確認する」

※操作手順

操作マニュアル 「３章 書類を提出する/決裁する」 を参照

https://●●●●●●●●

書類の決裁を完了する
運用マニュアル P.28 「（補足） 承認設定について」

工事 業務

工事打合せ書

施工状況報告書

段階確認表

認定請求書

（設計業務）設計業務指示・承諾・協議書

（測量、地質調査等）設計業務指示・承諾・協議書

（用地調査）設計業務指示・承諾・協議書

≪参考≫ システムで提出可能な書類



●押印欄設定

紙の書類に押印するように、自分の印影を表示する押印欄にチェックを入れてください。

複数の職位を兼任されている方は、それぞれの押印欄にチェックを入れてください。

チェックを入れた押印欄に、ご自身の印影欄が表示されます。

３-１．書類の決裁

27

（補足） 押印欄設定について

例：
現場代理人にチェックをいれて
提出すると書類を提出した人の
印影が付きます。



●承認設定
・書類の提出、承認をする時に次承認者を1名選択して決裁を進めます。

・最終決裁者は、承認する時に「自分を最終決裁者にする」にチェックをいれて決裁を
 完了してください。

・次承認者がご不明な場合は決裁経路一覧を参照してください。
https://●●●●●●●●

・通知先は、提出、承認する時に任意の担当者を選択することができます。
 ※決裁者として指定しているわけではありません。

・直近に決裁完了した書類の決裁経路が記憶され、次承認者にチェックが入った状態になります。
 書類の内容に応じた次決裁者が正しく選択されているかどうか確認してから操作を
 進めてください。

３-１．書類の決裁
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（補足） 承認設定について

・次承認者
→チェックを入れた人に決裁が まわります。

 ※選択できるのは１名のみ

・通知先
→チェックを入れた人に通知が届きます。
※決裁者として指定しているわけではありません。

・自分を最終決裁者にする
→チェックを入れて承認すると 決裁が完了します。



５．写真に関する操作について
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４-１．電子成果品の登録について

４-２．工事/業務管理ファイルの登録

４-３．書類の登録

４-４．写真の登録

４-５．図面の登録

４-６．台帳の登録

４-７．測量・地質調査、 i-Constructionの登録

４．電子成果品の登録について



電子成果品をぐんま電子納品システムに登録します。

４-１．電子成果品の登録について
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・ぐんま電子納品システムに成果品を登録し、納品情報を入力することで電子成果品を

 作成することができます。

・ぐんま電子納品システムに登録した成果品は、電子納品保管管理システムへ

 自動登録（電子納品）されます。

ぐんま電子納品
システム

受注者

登録

図面データ

書類データ

その他データ

写真データ

自動
登録

保管管理システム

工事/業務管理
ファイル



電子成果品の登録方法は以下の方法があります。

４-１．電子成果品の登録について
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登録方法 データ種類 概要

一括登録 フォルダ別 電子納品支援ソフトで作成したデータをフォルダ毎に登録する方法です。

個別登録 ファイル別

各ファイルの管理ファイルの情報を1件づつシステム画面に入力しながら
登録する方法です。
電子納品支援ソフトをお持ちでない方や、少数のファイルを登録したい
方がご利用いただく方法です。

※登録手順

操作マニュアル 「４章 電子成果品を作成・登録する」 を参照

https://●●●●●●●●

●以下は個別登録、一括取込からの登録はせず、システム画面から管理ファイル（納品情報）

 を登録します。
・工事/業務管理ファイル （運用マニュアル P.32 「４-２．工事/業務管理ファイルの登録」 参照）

・システムで決裁した書類 （運用マニュアル P.33～35 「４-３．書類の登録」 参照）

●写真はぐんま写真かんたん登録ソフトで登録する方法もあります。
（運用マニュアル P.38、39 「４-４．写真の登録 （ぐんま写真かんたん登録ソフトで登録する）」参照）

●一括登録には全フォルダをまとめて登録する方法がありますが、ぐんま電子納品システムでは、

全フォルダの一括登録は行わないようにしてください。



●登録手順

操作マニュアル 「4.2 工事／業務管理ファイルの入力 」を参照

●事業（工事）管理システムから連携された情報が自動入力されている項目があります。

内容が上書きされる場合があるため「一括取込」ボタンからの登録はしないようにお願いします。

●境界座標情報に[99999999]は入力しないでください。

工事場所が特定できない場合は発注事務所の所在地を指定してください。

●境界座標情報は国土地理院のホームページ等で調べることができます。

国土地理院ホームページ https://www.gsi.go.jp/KOUKYOU/sokuryosidou41017.html

４-２．工事/業務管理ファイルの登録
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工事/業務管理ファイル（INDEX_C.XML/ INDEX_D.XML）は必ず登録してください。

「一括取込」ボタンから
登録しない。 「99999999」は入力しない。

「対象地域なし」ボタンは使わ
ない。

https://www.gsi.go.jp/KOUKYOU/sokuryosidou41017.html


４-３．書類の登録

33

操作の流れ

システムで決裁した書類の納品情報を入力する
操作マニュアル

4.3.1 書類の電子成果品の管理項目または電子成果品を登録する
 「書類一覧画面で提出した書類を登録する」

納品情報の入力内容は、以下も確認してください。
運用マニュアル P.35 「（参考）納品情報の入力項目について」

登録した書類を確認する
操作マニュアル

4.3.1 書類の電子成果品の管理項目または電子成果品を登録する 
 「登録状況を確認する（書類の電子成果品の管理項目）」

システムで決裁不要な書類を登録する
※以下のいずれかの方法で登録してください

操作マニュアル
4.3.1 書類の電子成果品の管理項目または電子成果品を登録する

 「電子成果品画面で書類を一括登録する」
 「電子成果品画面で書類を個別登録する」



４-３．書類の登録
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システムで決裁した書類と決裁不要の書類の登録について

●システムで決裁した書類は決裁完了後に納品情報を入力します。

※納品情報の入力内容は、運用マニュアル P.35 「（参考）納品情報の入力項目について」も

 確認してください。

●システムで決裁不要の書類は、「電子成果品」画面より登録します。

●一括登録で登録する場合は、案件に設定されている電子納品要領・基準類に合わせて

 データを作成してください。

・工事完成図書の電子納品等要領 令和２年３月

・土木設計業務等の電子納品要領 令和２年３月

※案件に設定されている電子納品要領・基準類は、以下の手順で確認できます。

MENU→書類・成果品データ「電子成果品」→電子納品要領



（参考）納品情報の入力項目について

帳票種類 打合せ簿種類 管理区分 備考

工事打合せ書 それぞれの書類による それぞれの書類による

施工状況報告書 それぞれの書類による それぞれの書類による

段階確認表 提出 施工管理

品質管理資料 提出 品質管理

出来形管理資料 提出 出来形管理

認定請求書 提出 その他 下のテキストボックス：[認定請求書]
または [中間前金払の申請]

を記入する。（特に決まりはないので分
からない場合は発注者に確認する。）
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[打合せ簿種類]、[管理区分]、[作成ソフトバージョン情報]について確認してください。

１．「打合せ簿種類」、「管理区分」の各入力項目について

２．「作成ソフトバージョン情報」の入力項目について

「作成ソフトバージョン情報」が「その他」の場合は、下のテキストボックスに、

添付したファイルを作成したソフトウェア名やバージョンなどを記入する。
例：登録ファイル------------------[JPGファイル]

例：作成ソフトバージョン情報---[その他]

例：下のテキストボックス--------[JPGファイル] や[写真ファイル]など （入力する値が分からない場合は発注者に確認してください。）



４-４．写真の登録
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写真の撮影時および電子納品時には、以下の点にご注意ください。

◆群馬県CALS/EC土木事業の電子納品ガイドライン【工事編】（P.10）より抜粋

◆ＡＳＰサービス「ぐんま電子納品システム」利用規約より抜粋

撮影前に

デジタルカメラの設定を
調整してください。

◆写真の成果品データは、対象案件の基準年度で作成しシステムに登録してください。

➢ デジタル写真管理情報基準 令和２年３月
対象案件の基準以外で作成された成果品データは登録できません。

システムに登録できる容量には限りがありますので、納品すべき写真に限定して登録してください。
100MB（約300枚程度）の写真を登録する場合30分程度かかる場合があります。



４-４．写真の登録
写真の登録について

●一括登録（フォルダ別）する場合、登録する写真の数が多い場合は、１つのフォルダの

サイズを300～700MB程度に分割して登録してください。

●写真は、個別登録や一括取込の登録の他にぐんま写真かんたん登録ソフトで

登録する方法もあります。

（任意） ぐんま写真かんたん登録ソフトをインストールする
※ぐんま写真かんたん登録ソフトを使用しない場合はインストール不要です。

運用マニュアル P.38、39 「４-４．写真の登録 （ぐんま写真かんたん登録ソフトで登録する）」

登録した写真を確認する
操作マニュアル
4.3.3 電子成果品の写真を登録する 

「登録状況を確認する（電子成果品の写真）」

写真を登録する
※以下のいずれかの方法で登録してください

・ぐんま写真かんたん登録ソフト 操作マニュアル
・操作マニュアル

4.3.3 電子成果品の写真を登録する 
「電子成果品の写真を一括登録する」
「電子成果品の写真を個別登録する」

操作の流れ
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４-４．写真の登録 （ぐんま写真かんたん登録ソフトで登録する）

①MENU→「標準帳票一覧」をクリックする。

② 「ぐんま写真かんたん登録ソフト」をクリックする。

③ 「ぐんま写真かんたん登録ソフト（Ver.02.00）」をクリックする。

ぐんま写真かんたん登録ソフトのダウンロードページを表示します。

38

2回目以降は
不要です

①

③
②

操作マニュアルはここから
ダウンロードできます。



４-４．写真の登録 （ぐんま写真かんたん登録ソフトで登録する）
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ぐんま写真かんたん登録ソフトをダウンロードします。 2回目以降は
不要です

⑤

④

③ ③「名前を付けて保存」をクリックする。

※ブラウザの設定により自動でダウンロードが

始まる場合があります。

④保存先を「デスクトップ」を指定して「保存」を

 クリックする。

⑤ダウンロードが完了したらデスクトップに

 保存されたことを確認する。



４-５．図面の登録
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工事 業務委託

条件
国の基準に

準拠

国の基準に

非準拠
対象工種※ 対象外工種

成果品種別
DRAWINGF

（完成図/工事
完成図）

OTHRS

（その他）

DRAWING

（図面）

REPORT

（報告書）

図面は、データ形式や工種により登録する成果品種別が異なります。
以下の取込条件を確認して、該当する成果品種別を格納先に選択してください。

詳細については、以下の資料を参照ください。
・群馬県CALS/EC土木事業の電子納品ガイドライン【工事編】（P.7）
・群馬県CALS/EC土木事業の電子納品ガイドライン【業務委託編】（P.7～9）

※：対象工種については、以下の資料を参照ください。
・土木事業の電子納品ガイドライン【資料編】（一般土木）（P.53）



４-５．図面の登録
操作の流れ

図面の登録先（成果品種別）を確認する。
運用マニュアル P.40 「５-３．図面の登録について」

登録した図面を確認する
DRAWINGF、DRAWING

操作マニュアル
4.3.2 電子成果品の図面を登録する 

「登録状況を確認する（電子成果品の図面）」

図面を登録する
DRAWINGF、DRAWING

※以下のいずれかの方法で登録してください
操作マニュアル

4.3.2 電子成果品の図面を登録する 
「電子成果品の図面を一括登録する」
「電子成果品の図面を個別登録する」
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図面を登録する
OTHRS、REPORT

※以下のいずれかの方法で登録してください
操作マニュアル 

4.3.1 書類の電子成果品の管理項目または
電子成果品を登録する
「電子成果品画面で書類を一括登録する」
「電子成果品画面で書類を個別登録する」

登録した図面を確認する
OTHRS、REPORT

操作マニュアル 
4.3.1 書類の電子成果品の管理項目または

電子成果品を登録する
「登録状況を確認する
（書類の電子成果品の管理項目）」



●一括登録で登録する場合は、案件に設定されているCAD製図基準に合わせて

 データを作成してください。
・CAD製図基準 平成２９年３月

※案件に設定されているCAD製図基準は、以下の手順で確認できます。

MENU→書類・成果品データ「電子成果品」→電子納品要領

●REPORT（報告書）に個別登録する場合、PDF形式以外の図面はPDF形式に

変換した図面を鑑ファイルとして登録してから、図面を報告書のオリジナルファイルに

登録してください。

４-５．図面の登録
図面の登録について
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PDF形式に変換したファイルを選択する。 図面原本を選択する。



４-６．台帳の登録
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工事成果写真の登録について

● 「着手前写真」と「完成写真」を各1件ずつ登録する必要があります。
※ファイル名：任意、ファイル形式：JPEG

●一括登録で登録する場合は、案件に設定されている電子納品要領・基準類に合わせて

 データを作成してください。
・工事完成図書の電子納品等要領 令和２年３月

※案件に設定されている電子納品要領・基準類は、以下の手順で確認できます。

MENU→書類・成果品データ「電子成果品」→電子納品要領

「着手前写真」と「完成写真」を登録する
※「着手前写真」と「完成写真」のみ登録する場合
操作マニュアル
4.3.4 電子成果品の台帳を登録する

 「工事成果写真を登録する」

登録した台帳を確認する
操作マニュアル

4.3.4 電子成果品の台帳を登録する
 「登録状況を確認する （電子成果品の台帳と着手前写真、完成写真）」

台帳を登録する
※「着手前写真」と「完成写真」以外の

データもある場合
※以下のいずれかの方法で登録してください

操作マニュアル
4.3.4 電子成果品の台帳を登録する

「電子成果品の台帳を一括登録する」
「電子成果品の台帳を個別登録する」

操作の流れ



４-７．測量・地質調査、 i-Constructionの登録
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測量・地質調査、 i-Constructionの登録について

●測量・地質調査、 i-Constructionデータは一括登録のみ可能です。

電子納品支援ソフトなどでデータを作成して登録してください。

●一括登録で登録する場合は、案件に設定されている電子納品要領・基準類に合わせて

 データを作成してください。
・測量成果電子納品要領 平成３０年３月

・地質・土質調査成果電子納品要領 平成２８年１０月 

※案件に設定されている電子納品要領・基準類は、以下の手順で確認できます。

MENU→書類・成果品データ「電子成果品」→電子納品要領

登録したデータを確認する
操作マニュアル

4.3.5 電子成果品のi-Constructionデータ、地質データ、測量データを登録する
「登録状況を確認する（電子成果品のi-Constructionデータ、地質データ、測量データ） 」

測量・地質調査、 i-Constructionデータを登録する
操作マニュアル
4.3.5 電子成果品のi-Constructionデータ、地質データ、測量データを登録する

「電子成果品のi-Constructionデータ、地質データ、測量データを一括登録する」

操作の流れ



５．電子納品完了について
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５-１．納品完了の流れ

５-２．電子成果品データの確認

５-３．電子成果品データのエラーチェック
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施工中

発注者

案件完了処理

受注者

成果品の登録

案件基本情報の登録

電子成果品データの確認

（電子成果品のダウンロード）

電子成果品のエラーチェック

監督員（発注者）へ納品終了を連絡

発注者

５-１．納品完了の流れ

納 品



５-２．電子成果品データの確認

47

決裁書類、登録した電子成果品に不足がないか確認します。

確認項目 確認手順

書類

□ 書類は全て決裁完了していますか？
 書類の承認状況を確認し、『承認中』  『保存』
 『未承認』 『差戻』の書類があれば、決裁を完了
するか削除します。

MENU→書類・成果品データ「書類一覧」へ進み、
表示条件「すべて」にチェックをいれ検索。
承認状況を確認します。
※手順は運用マニュアルP.48 を参照

□ 必要な書類は全て提出していますか？
 提出漏れの有無や決裁不要な書類（出来形管理等）
 も登録できているか確認します。

MENU→書類・成果品データ「電子成果品」へ進み、
各電子成果品フォルダを選択し確認します。
※手順は運用マニュアルP.49、50 を参照□ 入力状況と納品対象は「〇」になって

いますか？

図面
写真

□ 必要な各電子成果品が登録できて
いますか？

操作マニュアルを参照してください。
・4.3.2 電子成果品の図面を登録する 

登録状況を確認する（電子成果品の図面）
・4.3.3 電子成果品の写真を登録する 

登録状況を確認する（電子成果品の写真）

□ 入力状況と納品対象が「〇」になって
いますか？

台帳
□ 「工事成果写真」は登録されていますか？

操作マニュアルを参照してください。
・4.3.4 電子成果品の台帳を登録する

登録状況を確認する
（電子成果品の台帳と着手前写真、完成写真）

※操作マニュアル 「４章 電子成果品を作成・登録する」を参照
https://●●●●●●●●
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決裁中の書類が残っていないか確認します。

５-２．電子成果品データの確認 （書類の確認）

①

①ＭＥＮＵ→書類・成果品データ 「書類一覧」を

 クリックする。

②案件名を選択する。

③状況「すべて」にチェックをいれ、「検索」ボタンを

 クリックする。

④書類一覧の「状況欄」で、承認状況を確認する。

 ⇒以下の決裁状況の場合は、書類の決裁を
完了させるか削除をおこなう必要があります。

『承認中』『一時保存』『未承認』『差戻』

⑤次ページに移動して、すべての書類を確認する 。
 （全件表示されている場合は不要）

②
③

④

⑤
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納品すべき書類が揃っていることを確認します。

５-２．電子成果品データの確認 （書類の確認）

①

②

①ＭＥＮＵ→書類・成果品データ 「電子成果品」をクリックする。

②案件名を選択する。
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納品すべき書類が揃っていることを確認します。

５-２．電子成果品データの確認 （書類の確認）

⑥

④

③フォルダをクリックする。

 ⇒書類は以下のフォルダで確認できます。
『工事打合せ簿（MEET）』『施工計画（PLAN）』『その他（OTHRS）』『報告書（REPORT）』

④成果品として必要な書類が揃っているか、納品情報の内容が適切であることを確認する。

⑤成果品として必要な書類の「入力状況」と「納品対象」がすべて「○」になっていることを確認する。

⑥１画面に表示しきれない書類をすべて確認する。 （全件表示されている場合は不要）

文字をクリックすると納品情報の内容が確認、登録できます。

業務委託の場合



●チェック結果でエラーになった場合は、エラーを解消してください。
・未決裁の書類が存在しています。

→“承認中”“差戻”の書類があります。決裁を完了するか削除してください。

・納品情報が入力されていない書類が存在しています。

→書類の納品情報が未入力です。「入力済」にしてください。

 納品情報の入力については、操作マニュアルを参照ください。

・4.3.1 書類の電子成果品の管理項目または電子成果品を登録する 「書類一覧画面で提出した書類を登録する」

・案件基本情報が入力されていません。

→案件基本情報を入力してください。

 案件基本情報の入力については、運用マニュアルを参照ください。

・P.32 「４-２．工事/業務管理ファイルの登録」

・台帳納品情報に着手前写真ファイル、または完成写真ファイルが登録されていません。

→台帳に工事成果写真を登録してください。

 登録方法については、操作マニュアルを参照してください。

 ・4.3.4 電子成果品の台帳を登録する  「工事成果写真を登録する」
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決裁書類とシステムで作成した電子成果品のエラーチェックを行います。

５-３．電子成果品データのエラーチェック

※チェック手順

操作マニュアル 「5.2.2 すべての電子成果品をまとめてチェックする」 を参照

https://●●●●●●●●

＜参考＞
控えが必要な場合はシステムを終了する前にデータをダウンロードします。
操作マニュアル 「4.5 電子成果品をダウンロードする」 を参照
https://●●●●●●●●



６．検査について
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８．検査について

６-１．本システムを利用した完了検査

６-２．オンライン検査での書類・図面の閲覧

６-３．オンライン検査での写真の閲覧

６-４．オフライン検査での書類・図面の閲覧

６-５．オフライン検査での写真の閲覧



システムを利用した電子検査については以下の３通りの方法があります。

６-１．本システムを利用した完了検査【工事の場合】
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検査種類 対象 閲覧方法

オンライン検査

書類
図面

「共有書類」機能

写真 「電子成果品」機能、又は 「共有書類」機能

オフライン検査

書類
図面

「共有書類」から検査対象を出力後、パソコンの
エクスプローラ機能を利用して閲覧

写真

「電子成果品」から検査対象を出力後、
電子納品作成支援ソフト等を利用して閲覧
又は
「共有書類」から検査対象を出力後、パソコンの
エクスプローラ機能を利用して閲覧

検査に使用する機材やインターネット環境に応じて適切と思われる検査方法を、

事前協議にて受発注者間で協議の上、選択してください。

詳細は、「ぐんま電子納品システム運用ガイドライン」の

「3.4.1. 本システムを利用した完了検査について」（P.33～38）をご確認ください。



６-１．本システムを利用した完了検査【業務委託の場合】
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システムからダウンロードした書類、図面、写真などと、電子納品対象外の

書類（押印が必要な書類など）を製本して、検査を受けてください。

電子媒体（CD等）の提出は不要です。

「群馬県CALS/ECぐんま電子納品システム運用ガイドライン」（P.51）を参照してください。



６-２．オンライン検査での書類・図面の閲覧
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「共有書類」画面から書類・図面を閲覧します。

フォルダツリーを表示する
操作マニュアル 「6.3 共通フォルダツリーを表示する」  

（任意） データの移動やフォルダを追加する場合
操作マニュアル 「6.4 フォルダを操作する」

書類・図面を閲覧する
操作マニュアル 「6.5.1 書類・ファイルを表示・ダウンロードする」

●システムで決裁した書類は決裁が完了すると各フォルダへ保存されます。

●「電子成果品」画面より登録した書類は「未分類」フォルダ、その他のデータは各電子成果品

 フォルダに保存されています。検査で説明しやすくなるように、必要に応じてフォルダを追加

 したり、データを移動してから、検査に臨んでください。

●決裁が完了していない書類は「共有書類」画面で確認はできません。

操作の流れ

※閲覧手順

操作マニュアル 「６章 情報を共有する（共有書類） 」 を参照

https://●●●●●●●●



６-３．オンライン検査での写真の閲覧
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「電子成果品」画面、又は 「共有書類」画面から写真を閲覧します。

フォルダツリーを表示する
操作マニュアル 「6.3 共通フォルダツリーを表示する」  

（任意） データの移動やフォルダを追加する場合
操作マニュアル 「6.4 フォルダを操作する」

写真を閲覧する
操作マニュアル

 「6.5.1 書類・ファイルを表示・ダウンロードする」

●写真の閲覧方法は2通りあります。検査を受けやすい方法で閲覧してください。
・「電子成果品」画面からの閲覧→ツリー表示形式で確認ができます。

・「共有書類」画面からの閲覧→写真一覧から確認できます。

※「写真」フォルダに全て保存されています。必要に応じてフォルダを追加したり、写真を移動してください。

操作の流れ

※閲覧手順

操作マニュアル 「４章 電子成果品を作成・登録する」、「６章 情報を共有する（共有書類） 」 を参照

https://●●●●●●●●

https://●●●●●●●●

電子成果品画面を表示する

操作マニュアル
「4.1.1 電子成果品画面の表示と操作について 」  

写真を閲覧する
操作マニュアル

「4.3.7 工事写真ツリーを使って工事写真を確認する」

「電子成果品」画面から確認する場合 「共有書類」画面から確認する場合



６-４．オフライン検査での書類・図面の閲覧
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「共有書類」画面から検査対象データを一括出力し、ダウンロードして閲覧します。

●システムで決裁した書類は決裁が完了すると各フォルダへ保存されます。

●「電子成果品」画面より登録した書類は「未分類」フォルダ、その他のデータは各電子成果品

 フォルダに保存されています。検査で説明しやすくなるように、必要に応じてフォルダを追加

 したり、データを移動してから、一括出力をしてください。
 ※データの移動方法は、操作マニュアル ６章 「6.4 フォルダを操作する」を参照してください。

●決裁が完了していない書類は「共有書類」画面から一括出力はできません。

検査対象のデータを選ぶ
操作マニュアル 「7.2 検査対象の書類を選ぶ」 

検査対象のデータをダウンロードする
操作マニュアル 「7.4 検査対象の書類をダウンロードする」

データを一括出力する
操作マニュアル 「7.3 検査対象にした書類を一括出力する 」

操作の流れ

※ダウンロード手順

操作マニュアル 「７章 検査対象書類をダウンロードする」 を参照

https://●●●●●●●●



エラー対象の写真がないかチェックをする
操作マニュアル 「5.2.1 フォルダごとにチェックする」 

写真をダウンロードする
操作マニュアル 「4.5.2 電子成果品をダウンロードする」

写真を一括出力する

●写真のダウンロード方法は2通りあります。検査を受けやすい方法でダウンロードしてください。

●「共有書類」画面からダウンロードする方法は、運用マニュアル 

 P.59 「６-３．オフライン検査での書類・図面の閲覧」と同じ手順です。

６-５．オフライン検査での写真の閲覧
「電子成果品」画面、又は 「共有書類」画面から写真を一括出力し、ダウンロードして閲覧します。

58

操作の流れ

※ダウンロード手順

操作マニュアル 「４章 電子成果品を作成・登録する」 「５章 電子納品する」 を参照

https://●●●●●●●●

https://●●●●●●●●

「電子成果品」画面からダウンロードする場合

一括出力について
「写真」フォルダを選択し、下段の
「一括出力」ボタンをクリックしてください。
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７．電子納品とシステムの利用終了について

９．電子納品とシステムの利用終了について

７-１．システムの利用終了の流れ

７-２．納品終了を連絡

７-３．案件完了の操作（発注者の作業）
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施工中

納 品

発注者

案件完了処理

受注者

成果品の登録

案件基本情報の登録

電子成果品データの確認

（電子成果品のダウンロード）

電子成果品のエラーチェック

監督員（発注者）へ納品終了を連絡

発注者

７-１．システムの利用終了の流れ



７-２．納品終了を連絡
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監督員（発注者）納品完了の連絡前に以下を確認してください。

●決裁中や差戻の決裁書類は残っていませんか？

●必要な電子成果品は全てそろっていますか？

●工事管理ファイル（業務管理ファイル）は登録済ですか？

●台帳「工事成果写真」は登録みですか？

●電子成果品のチェックでエラーはありませんか？

●電子成果品はダウンロード済ですか？
※「案件完了処理」を実行した案件は、書類や成果品等の閲覧やダウンロード等が

 一切できなくなります。
 そのため、納品終了のご連絡をされる前にシステムから成果品をダウンロードされることを
 おすすめします。



７-２．納品終了を連絡
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監督員（発注者）へ納品終了を連絡してください。

●群馬県電子納品チェックソフトでのエラーチェックは不要です。

●電子媒体（CD等）の提出は不要です。

●連絡にはシステムの「連絡機能」が便利です。

●発注者は成果品を確認して「案件完了処理」を実行します。

※連絡機能
操作マニュアル ９章 連絡をとりあう 「9.2.2 案件関係者に連絡事項や資料を発信する」 を参照
https://●●●●●●●●



７-３．案件完了について（発注者の作業）

63

システムのご利用が終了となったら、発注者が案件完了の処理をおこないます。

●案件完了時のチェック結果にエラーがあった場合は、

 運用マニュアルP.51 「５-３．電子成果品データのエラーチェック」をご参照ください。

 合わせて以下を確認してください。

・受注者とシステムの利用終了について確認したか。

・決裁中・差戻し中の書類はないか。

・決裁が完了していて納品情報が“未入力”の書類はないか。

・案件基本情報が未入力ではないか。

・成果品の登録状況、シリアル番号等確認したか。

※完了手順
操作マニュアル ８章 案件を完了する 「8.2 案件を完了する」 を参照
https://●●●●●●●●

≪参考≫
案件完了の操作後に納品情報の差し替えなどを行う場合、案件の「継続」を行えば
案件の確認、データの差替えが可能になります。

※継続手順
操作マニュアル ８章 案件を完了する 「8.3 案件を継続する」 を参照



１１．ご利用にあたって
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８．中間前金払支援機能について

８-１．中間前金払支援機能の紹介



●制度の説明やぐんま電子納品システムの操作方法は、 
 群馬県のホームページ等に掲載されています。

●中間前金払請求状況一覧表示について、ぐんま電子納品システムのポータルサイトに
 記載しています。   利用方法については、以下を参照してください。

 https://●●●●●●●●

中間前金払の制度や手続きに関するお問合せ先

群馬県 県土整備部 
建設企画課 電子システム係
TEL： 027-226-3539
メール：e-nohin@pref.gunma.lg.jp

８-１．中間前金払支援機能の紹介
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中間前金払を支援する機能をご利用いただけます。

群馬県のホームページ
https://www.pref.gunma.jp/page/10976.html



66

９．ご利用にあたって

９-１．ぐんま電子納品システムの利用推奨環境

９-２．お問合せ先について

１１．ご利用にあたって



■準備が必要な環境
・パソコン
ＯＳ ：Microsoft Windows 10 / 11
ブラウザ：Microsoft Edge、Google Chrome

・インターネット接続回線
（ブロードバンドが望ましい）

・メールアドレス（通知メールの受信などに必要）
※フリーメールのアドレスの場合、メールが受信できない可能性があります

９-１．ぐんま電子納品システムの利用推奨環境

67



９-２．お問合せ先について

68

システムの運用全般に関するお問合せ

 群馬県 県土整備部 建設企画課電子システム係
   TEL  027-226-3539

メール e-nohin@pref.gunma.lg.jp

システムの操作等に関するお問合せ

ぐんま電子納品システムヘルプデスク
TEL 050-8893-8268

受付時間：平日 9:00～17:00※12:00～13:00を除く

メール cals-hd-gunma@mlsig.jp.nec.com

受付時間 24時間受付（回答 平日9:00～17:00）

mailto:e-nohin@pref.gunma.lg.jp
mailto:cals-hd-gunma@mlsig.jp.nec.com
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